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　上ノ国町をはじめとした檜山管内４町と八雲町熊石にわたる海域で計画がある檜山沖洋上
風力発電事業に関して、新聞でも記事が掲載されるなど「洋上風力」という言葉をよく耳にす
るようになり、私たち町民にとっても身近な話題となりました。
　本町では、これまでにない国の大規模な構想を推進する立場で意思表示していることから、
しっかりとした情報収集を関係機関・団体等に協力を求めて実施しております。
　今月号では、本町が現時点で知りえる情報と、町の基本的な考え方についてお伝えします。

地球温暖化と言われて久しい今日、その主な原因は私たちの生活にはなくてはならない電気を発
電するための化石燃料（火力）を利用した発電が急速に増大したことにより、二酸化炭素の排出量も
大幅に増えていると言われています。
　これを食い止めようと、先進国を中心に世界の国々はエネルギーを太陽光や風力といった自然由
来のものへ転換していくこととしています。
　日本においても、昨年秋、国は更に踏み込んだ方針として「２０５０年までに、温室効果ガスの排出
を全体としてゼロにする、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言しました。
　一方で日本の現状は、火力による発電量は減少傾向にあるものの2019年において全発電量に占
める火力の割合は７５％とまだまだ高いレベルにあります。
　これを受け、国は「洋上風力の課題解決のための新しい法律」を制定しました。
　日本では電気をつくる構成比率のうち、風力発電の占める割合は０．８％です。
　導入が進まない理由の一つとして、山が多く、陸上で発電所を立てられる場所が限られていること
が挙げられます。
　それなら海に風車を設置して発電する「洋
上風力発電」はどうかというと、こちらは海
域の占用に関するルールの問題や、漁業関
係者や船舶運航事業者など、海域を先行的
に利用している人々との利害調整の必要な
どがあり、これが事業実施への課題となって
いました。
　これを解決するため、国は２０１９年４月に
新しい法律「海洋再生可能エネルギー発電
設備の整備に係る海域の利用の促進に係る
法律（以下「再エネ海域利用法」という。）」を
制定し、日本でも洋上風力発電の利用拡大
に向けた取り組みを始めました。
　法律では、全国で統一したルールを設け
洋上風力事業の促進を図るため、国が、洋上
風力発電事業を実施可能な「促進区域」を
指定したうえで、発電事業を行う事業者を公
募・選定し、３０年間発電のための占用を認
定するというものです。
　現在、長崎県五島市沖が昨年６月に、秋田
県の２カ所と千葉県銚子市沖が１１月に発電
事業者の公募を開始しました。

１　エネルギー政策の転換期

　北海道は、洋上風力の高いポテンシャルを有しており、建設やメンテナンスなどによる大きな経済
効果が期待されるとともに、北海道の新エネの導入拡大に重要なエネルギーの一つとなることがで
きるよう、海域の先行利用者や地域の理解を得ながら再エネ海域利用法に基づく国による促進区域
の指定に取り組んでいます。

２　洋上風力発電に対する北海道の考え方

　令和元年に、国は洋上風力発電の促進に向けた再エネ海域利用法を決めましたが、その中で事業化に向けていくつかの
「段階」があり、公募による事業者選定までを国が行うこととなっています。また、「有望な区域の公表」から「促進区域の指定」
において、法定協議会（経産大臣、国交大臣、農水大臣、関係都道府県知事、関係市町村長、関係漁協などその他利害関係者）
で必要な協議を行うこととされています。

　国は、本町を含めた「檜山沖」は、現時点で有望な区域の前段階である「一定の準備が進んでいる区域」と
いう位置づけを令和２年７月３日に公表しています。

〈促進区域指定に際し国に対して〉

３　事業化のプロセスと「檜山沖」の現在地

　今、本町を含めた国が公表した「一定の準備が進んでいる区域」である檜山沖については、北海道でも事業化が一番近い
位置付けとなっており、昨年の１月に管内の町や漁協、フェリー会社とともに檜山管内洋上風力事業推進協議会が中心となっ
て、情報収集や意見交換の場を設けて協議を行っております。
　現時点での本町の基本的な考え方は、二酸化炭素排出量増加による地球温暖化が進み世界規模で起こっている異常気象
が原因とする大規模災害の抑制や町内の少子高齢化や人口減少、これらを要因とした産業の衰退などに歯止めをかける施
策を展開する財源確保を図るため、国の方針を支持するとともに、事業化に向けて課題の整理を進めながら、町議会議員の
皆様、住民皆様とも意見交換をしたうえで、積極的に誘致活動を取り組む方針であります。

５　上ノ国町としての基本的な考え方

　促進区域指定に際し国に対して、法定協議会や促進区域
案の縦覧時に意見を出せます。

〈環境影響評価を実施する事業者に対して〉
　事業者ごとに実施する環境影響評価手続きに則り、方法書と準備書の説明会や縦覧される図書に対して意見を出せます。

〈その他〉
町の申し出により必要に応じ、事業者から地域住民に対し事業計画の概要を説明する機会を設けてもらうことも考えてお

ります。既にこのような取り組みは本町においてなされておりますが、今後の事業化に向け、上ノ国町、江差町、厚沢部町、乙
部町、せたな町、今金町、奥尻町、八雲町及び檜山振興局の９公共機関に利害関係者であるひやま漁業協同組合とハートラン
ドフェリー（株）の２団体を加えた１１の町・北海道・団体で檜山管内洋上風力連絡協議会を昨年１月に立ち上げて連携しなが
ら、検討することとしました。現在は、本年２月に乙部町が脱退し、檜山沖での風力発電事業を推進することで一致したことか
ら、檜山管内洋上風力事業推進協議会に改名して積極的な誘致活動などを取り組むことになっております。

〈公募に参加する事業者に対して〉
　促進区域指定後に公募へ参加する事業者に対して、法定
協議会構成員による説明会で意見を出せます。

４　地域住民が「知る」「意見」を言える場
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　騒音をはじめとした健康に害を与える可能性がないことが
何よりも大切な判断材料です。

①住民が安心して暮らせること

　ひやま漁業協同組合や同組合に所属する町内の漁業者の
皆さんが洋上風力建設により、漁業に支障がでるなどの利害
が損なわれないことや漁業者の建設反対がないことが前提
となります。
※現在は、ひやま漁業協同組合から早期に促進区域に指定さ
れるよう様々な活動をするよう要望・要請を受けている状況
です。

②漁業者をはじめとした海で活動している　
　皆さんの意向

　海鳥や海中動植物への影響もポイントの一つ
です。
　風力発電の羽と鳥が当たる事故の危惧や、発
電機を設置する際に海の底を掘削することで今
までの自然を大きく変えるようなことがあっては
いけません。

③動植物をはじめとした自然への影響

　洋上に風車が配置されます。どうしても景色が
変わりますが、私たちの生活や観光客の皆さん
が海に目を向けて大きな違和感を抱くようなも
のにならないことが大切です。

④景観を損なう海上への配置慮

図1：日本全体の電源構成(2019年速報) 
出所：電力調査統計などよりISEP作成

図2:日本国内の全発電量に占める月別の自然エネルギーの割合
 (出所：電力調査統計などよりISEP作成)

今後、整理する課題
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